
運動を日常へ…！ 健康づくりを応援します運動を日常へ…！ 健康づくりを応援します
１８歳以上の

組合員及び被扶養者

対象者

（ご利用時の注意点）
　組合員資格を喪失及び被扶養者の認定取消となった場合には、利用中の個人カード及び会員証は利用できなくなります。再度の
資格取得及び扶養認定時又は個人カード及び会員証紛失時には、改めて個人カード及び会員証作成費用のご負担が必要です。

▶県外のご利用店舗はWEBへ アクトス

ののの
利用がお得に！利用がお得に！利用がお得に！

スポーツクラブ

アクトス

レギュラー店舗 アクトス恵那／アクトス広見／アクトス各務原／アクトス岐阜島／アクトス大垣／アクトス高山

Will店舗 アクトスWill茜部

Will_G店舗 アクトスWill_Gイオンタウン大垣／アクトスWill_G領下／アクトスWill_G関マーゴ／アクトスWill_G土岐
アクトスWill_Gルビットタウン中津川／アクトスWill_G芥見／アクトスWill_G三洋堂瑞浪中央／アクトスWill_G三洋堂長良
アクトスWill_G岐大前／アクトスWill_G北方／アクトスWill_G三洋堂養老／アクトスWill_G羽島北

1回の
利用料

550円（税込）レギュラー店舗

440円（税込）
Will店舗

330円（税込）
Will_G店舗

利 用 方 法

1 アクトス店舗で巻末の「割引契約施設利用証」を
提示し、必要書類に記入する。

2 顔写真を撮影し、個人カードを作成する。 
※個人カードの作成時に1,100円（税込）のご負担が必要です。

3 利用料を支払って利用する。
※一部のWill_G店舗ではキャッシュレスシステムを導入しており、
現金が使用できませんのでご利用の都度クレジットカード又は
電子マネーをご用意ください。

フィットネス
　　　　　ジム
フィットネス

　　　　　ジム

6,050円（税込）月会費

レギュラー店舗
設備

★レギュラー店舗以外で月会費契約を希望される
場合は、通常料金での契約となります。

ジム、プール、スタジオ

利用方法

1 アクトス店舗で巻末の「割引契約施設利用証」を
提示し、必要書類に記入する。

2 顔写真を撮影し、会員証を作成する。
※レギュラー店舗は、各店舗が展開するキャンペーンに関係なく、
登録手数料5,500円（税込）のご負担が必要です。

※会員登録した店舗のみご利用いただけます。

3 会員証を提示して利用する。

1回ごとに
利用料を支払って
利用できる！

全店舗
利用可

スタジオスタジオスイミング
　　　　プール
スイミング

　　　　プール

① 登録手数料
② 月会費2ヵ月分（以降の月会費は口座引き落としになります。）
③ 金融機関の通帳・届印
④ 割引契約施設利用証

持参する
もの

女性専用フィットネスLALLA希望ヶ丘は対象外です。

選べる！

ひんぱんに通う方は
こちらがお得！

ひんぱんに通う方は
こちらがお得！

営業時間内いつでも
何度でも利用できる！
営業時間内いつでも
何度でも利用できる！特別価格で

月会費契約が
可能！　　レギュラー店舗のみ

岐阜県内のアクトス店舗

スポーツ施設利用助成 宿泊施設利用助成事業
　この事業は、組合員及び被扶養者のみなさんの保養を目的として、民間の契約宿泊施設及び全国の市町村職員共済
組合、都市職員共済組合の保養所に宿泊した際に費用の助成を行うものです。

【 　 】

【 　 】

【 　 】

1人1泊につき 大人（中学生以上）…… 2,000円
 小人（小 学生）………1,500円
 幼児 ……………………   800円

(委託契約宿泊施設・他県共済保養所利用助成)

所属所の共済組合担当課より「宿泊施設利用助成券」を入手のうえ、
宿泊される施設に直接予約をしてください。その際、岐阜県市町村職員
共済組合の組合員又は被扶養者（被扶養者でない配偶者を含む）で
あることを申し出てください。利用当日、「宿泊施設利用助成券」を
記入して施設に提出してください。
※宿泊料金は利用する時期等により変わりますので、予約時に必ず
確認してください。
※宿泊施設に資格を証するものの提示を求められた場合は、以下の
いずれかを提示してください。
　●組合員証、組合員被扶養者証（令和７年12月1日まで）
　●マイナポータルの資格情報画面
　●資格確認書
　●資格情報通知書（資格情報のお知らせ）

1枚につき3連泊を限度とします。

36～38ページをご覧ください。

【 　 】

助 成 対 象 者

助 成 金 額

助成対象施設

利 用 方 法

宿泊施設利用助成券▲

　総務省より助成券の適切な利用について厳しく指導されており、契約施設から当組合へ請求された助成券の
内容確認を厳正に行っています。
　誤った利用が判明した場合は後日、助成金額の返還をしていただきますので、ご利用の際は利用対象者や利用
方法を十分に確認し、適切な利用をお願いします。

「宿泊施設利用助成券」は適切にご利用ください

組合員・被扶養者※1以外は
利用できません

公務での宿泊には
利用できません

仲介業者利用時※2は
各施設にご確認ください

※1 被扶養者でない配偶者は利用できます。 ※2 旅行会社やインターネットサイトなどを
通して予約した場合、利用できないこと
があります。

インターネット
決済で助成券は
使えるのかな？

「宿泊施設利用助成券」は、所属所の共済組合担当課より入手してください。

組合員及び被扶養者（被扶養者でない配偶者を含む）

例

例
夫：組合員
妻：一般企業勤務
子：組合員の被扶養者

父：一般企業勤務
母：父の被扶養者
子：被扶養者でない子 来週の出張は

助成券が使える
施設に泊まろう！

太線枠内を必ず記入し、チェックイン時にフロントへ提出してください。

宿泊施設利用助成券 他 県 共 済 保 養 所
委託契約宿泊施設

※資格喪失後は、ご使用できません。

組合員
（任意継続組合員）
記号－番号

組合員（任意継続組合員）

被扶養者
（任意継続被扶養者）

配偶者（被扶養者以外も含む）

組合員
（任意継続組合員）
氏名

年 月 日～ 年 月 日まで 泊

宿泊施設名

宿泊年月日

宿泊される方をご記入ください。
※フロントの担当者様は記入内容をご確認ください。

宿泊者区分 氏　　　名 続柄

】でま泊3きつに枚1【。いさだく入記ごを額金成助
大人（中学生以上）2,000 円× 人× 泊＝ 円
小人（小学生） 1,500 円× 人× 泊＝ 円
幼児（小学生未満） 800 円× 人× 泊＝ 円

円助　成　金　額　  合　計

問合せ先：医療健康課健康推進係
〒500-8508

注：ご利用方法については、裏面をよくお読みください。

岐阜県岐阜市薮田南 5 丁目14 番 53 号
岐阜県市町村職員共済組合

058-277-1129

保健事業  3534  保健事業

保
健
事
業

保
健
事
業
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